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事業費：360万円医療従事者支援事業

【問】企画課　☎ 53-7213

　医療関係者への感謝と支援を目的に、加茂地域の医療機関に勤務する医療従事者に対して商品券を配布します。

　　　対 象対 象：加茂地域の医療機関（医院、歯科医院）従事者
　　配 布 額配 布 額：1 人あたり１万円分の商品券
　　　※この事業は、美濃加茂市、加茂郡（八百津町除く）の町村と連携して行う事業です。
　　　※全体の事業費に対して、連携市町村が人口割で費用を負担します。

事業費：5,359万円がんばろう川辺商品券

　売上が減少し、経営が悪化している飲食、
小売り、その他サービス業の事業継続およ
び家計に与える影響を緩和することを目的
として、町内登録店舗で使用可能な商品券
を発行し、全町民に配布します。

【問】産業環境課　☎ 53-7212

※使用可能店舗の一覧は、商品券郵送時に同封
　するほか町ホームページに掲載し、随時更新
　します。

対 象対 象：令和 3 年 7 月 1 日現在 
　　　　　　川辺町に住民票のある方
発 行 額発 行 額：1 人あたり 5,000 円 
　　　　　　（500 円券を 10 枚）
有効期間有効期間：令和 3 年 8 月 1 日から 
　　　　　　令和 3 年 12 月 31 日まで
配布方法配布方法：世帯主様宛に世帯人数分を郵送 
              にて配布 
              （7 月中旬頃発送予定）

新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス対策のの新たな取り組み新たな取り組み
　新型コロナウイルスの感染拡大はいまだ終息のめどがたっていません。家庭や職場、地域などそれぞれの立場で多くの 
皆さまが我慢を強いられています。町では感染拡大の防止と、皆さまの支援のため、新たな施策を実施します。

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE
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川辺町新型コロナウイルス対策の新たな取り組み

事業費：759万円各施設の自動水栓（タッチレス）化

　庁舎、保健センター(23箇所)、中央公民館(13箇所)、B＆G海洋センター(5箇所)、
各小中学校 (66 箇所 ) にセンサー式の自動水栓を導入し、利用者間の接触を減らし、
感染予防に努めます。

【問】総務課　☎ 53-2511 、 生涯学習課　☎ 53-2623 、 教育支援課　☎ 53-2650

事業費：58万円小中学校の感染予防

　各小中学校の特別教室に、飛散防止パーテーション ( 合計 311 枚 ) を設置し、 
感染予防に活用します。

【問】教育支援課　☎ 53-2650

事業費：700万円臨時特別出産給付金

【問】住民課　☎ 53-2513

各事業の詳細については、担当課へお問い合わせいただくか、町ホームページなどをご覧ください。各事業の詳細については、担当課へお問い合わせいただくか、町ホームページなどをご覧ください。

　子育て世帯の経済的支援を目的に、「臨時特別出産給付金」を給付します。
　　対 象対 象：出生日が令和 3 年 4 月 2 日から令和 4 年 4 月 1 日までの子ども
　　給 付 額給 付 額：１人あたり 10 万円　

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

【問】住民課　☎ 53-2513

事業費：1,406万円

　対　　象対　　象： 令和３年度分の住民税が非課税の子育て世帯 
またはコロナ禍において家計急変し、非課税世帯と同等と認められる子育て世帯

　該当児童　該当児童： 令和 3 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満の子（障害児は 20 歳未満） 
（以降、令和 4 年 2 月末までに生まれる子も含む）

　給 付 額　給 付 額： 該当児童 1 人あたり 5 万円 
※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を受給される方は除きます。

　低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を給付します。

3 広報 かわべ



　日本人の死亡原因の上位は、がん、心臓病、脳卒中といずれも生活習慣病が占めています。日本人の死亡原因の上位は、がん、心臓病、脳卒中といずれも生活習慣病が占めています。
これらの病は突然死のほか、障がいが残ってしまったり、寝たきりになってしまうなど深刻これらの病は突然死のほか、障がいが残ってしまったり、寝たきりになってしまうなど深刻
な後遺症を引き起こします。コロナ禍の現在、警戒すべき病気は新型コロナウイルス感染症な後遺症を引き起こします。コロナ禍の現在、警戒すべき病気は新型コロナウイルス感染症
だけではありません。定期的に「特定健診」、「がん検診」を受け、ご自身の健康状態をチェッだけではありません。定期的に「特定健診」、「がん検診」を受け、ご自身の健康状態をチェッ
クしましょう。 クしましょう。 【問】保健センター　☎ 53-2515【問】保健センター　☎ 53-2515

■
特
定
健
診
と
は

　

特
定
健
診
は
生
活
習
慣
病
（
が
ん
、心
臓
病
、

脳
卒
中
、
糖
尿
病
な
ど
）
を
予
防
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
そ
の
前
兆
と
な
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
て
行
う
健
診
で
す
。
体

に
起
こ
っ
て
い
る
変
化
を
早
い
段
階
で
見
つ
け

出
し
、
病
気
の
発
症
を
事
前
に
防
ぐ
こ
と
を
目

的
に
行
い
ま
す
。
生
活
習
慣
病
に
か
か
る
と
、

治
療
に
多
く
の
時
間
と
お
金
が
か
か
り
ま
す
。

特
定
健
診
を
定
期
的
に
受
け
、
自
覚
症
状
の
な

い
早
い
段
階
か
ら
体
の
変
化
を
見
つ
け
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

　

町
が
行
う
特
定
健
診
は
、
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
と
被
扶
養
者
が
対
象
で
、
問
診
、
身

体
計
測
、
血
圧
測
定
、
血
液
検
査
、
診
察
な
ど

が
行
わ
れ
ま
す
。
川
辺
町
の
令
和
２
年
度
の
特

定
健
診
の
年
代
別
受
診
率
（
表
①
）
で
は
40
代
、

50
代
の
受
診
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
体
の
状
態
は
年
々
変
化
し
、
加
齢

に
よ
っ
て
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
衰
え
が
生

じ
て
き
ま
す
。昨
年
受
け
た
方
も
、受
け
な
か
っ

た
方
も
、
必
ず
受
診
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
健
診
の
結
果
、
生
活
習
慣
病
の
リ

ス
ク
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
方
に
は
特
定
保
健

指
導
の
案
内
が
健
診
結
果
と
一
緒
に
送
付
さ
れ

ま
す
。

■
特
定
保
健
指
導
と
は

　

特
定
保
健
指
導
は
特
定
健
診
の
結
果
か
ら
、

生
活
習
慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
高
く
、
生
活
習

肥満で新型コロナが重症化？

　海外の研究結果などでは、肥満の人や糖尿病な

どの基礎疾患を抱えている人が、新型コロナウイ

ルス感染症に感染すると、重症

化しやすく死亡率も高いという

報告がされています。生活習慣

病から身を守ることは、新型コ

ロナウイルス感染症に備えるこ

とにもつながります。

慣
の
改
善
に
よ
る
生
活
習
慣
病
の
予
防
効
果
が

期
待
で
き
る
方
に
対
し
て
行
う
も
の
で
す
。
健

診
結
果
を
基
に
自
ら
の
状
態
を
確
認
、
生
活
習

慣
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
何
が
で
き
る
の
か
を

保
健
師
や
管
理
栄
養
士
が
一
緒
に
考
え
、
効
果

的
な
改
善
方
法
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。
特
定
保

健
指
導
の
案
内
を
受
け
取
ら
れ
た
方
は
、
必
ず

相
談
を
受
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

年　齢 受診率
40歳-44歳 26.2％
45歳-49歳 29.7%
50歳-54歳 27.7%
55歳-59歳 23.0%
60歳-64歳 46.0%
65歳-69歳 48.5%
70歳-74歳 44.2%
全体 41.5%

コ
ロ
ナ
禍
で
も

コ
ロ
ナ
禍
で
も��

特
定
健
診・が
ん
検
診

特
定
健
診・が
ん
検
診

��

を
受
け
ま
し
ょ
う

を
受
け
ま
し
ょ
う

令和２年度 特定健診
 年代別受診率（表①）
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■
が
ん
検
診
と
は

　

町
で
は
特
定
健
診
と
同
時
に
が
ん
検
診
を�

実
施
し
て
い
ま
す
。
が
ん
は
日
本
人
の
死
因
の

第
１
位
で
全
死
因
の
う
ち
27
・
３
％
を
占
め
て

い
ま
す
（
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年　

人
口
動

態
統
計
」）。
つ
ま
り
、
４
人
に
１
人
が
、
が
ん

で
死
亡
し
て
い
る
と
い
う
現
状
に
あ
り
ま
す
。

が
ん
は
進
行
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
生
存
率
が
下

が
り
ま
す
。
が
ん
検
診
（
表
②
）
で
は
症
状
が

で
る
前
の
「
早
期
が
ん
」
を
発
見
し
、
適
切
な

治
療
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
が
ん
の
進
行
や
、

が
ん
に
よ
る
死
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

の
た
め
、
特
に
自
覚
症
状
の
な
い
健
康
な
皆
さ

ん
が
対
象
で
あ
り
、
が
ん
検
診
を
定
期
的
に
受

け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

健診（検診）会場では新型コロナウイルス感染症対策を行っています

検温・健康状態
の確認 密を防ぐ 検査機器

などの消毒
マスク着用

手指消毒の徹底 定期的な換気

その他、飛沫防止アクリル板の設置、スタッフの手袋着用などの対策を行っていますので、
� 安心して健診（検診）会場へお越しください。

助成の対象となる経費および助成額 助成額および上限額

がん患者の医療用ウィッグ（全頭用)および装着に必要な頭皮�
保護用ネットの購入費用 当該購入費用の額の２分の１

（1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額。
20,000円を上限とする。)がん患者の乳房補正パッドまたは人工乳房の購入費用

（それらを固定する下着の購入費用を含む)

※助成はお一人につき、医療用ウィッグと乳房補正具それぞれ１台ずつ、１回限りです。
※助成の対象となるのは、令和３年４月１日以降に購入したものです。　※申請書の提出期限は、補正具を購入した日から１年以内です。

申請方法など詳細につきましては、保健センター（☎53-2515)までお問い合わせください

NEW!!

■
コ
ロ
ナ
禍
で
も
健
診
（
検
診
）
を

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
し
た

こ
と
で
「
が
ん
検
診
」
の
受
診
を
控
え
る
方
が

増
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
未
発
見
の

が
ん
は
、
気
付
か
な
い
間
に
進
行
し
、
発
見
さ

れ
た
と
き
に
は
手
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
検
診
会
場
で
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
感
染
を
恐
れ
る
あ
ま

り
、
が
ん
の
発
見
が
遅
れ
て
し
ま
っ
て
は
本
末

転
倒
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も
定
期
的
に

「
が
ん
検
診
」
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

町
で
は
健
診
（
検
診
）
会
場
で
下
記
の
対
策

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
定
期
的
に
健
診（
検
診
）

を
受
け
、
自
分
の
体
と
向
き
合
う
習
慣
を
身
に

つ
け
ま
し
ょ
う
。

 受診する際のお願い
❶ �自宅で検温し、37.5 度以上の発熱や体調の悪
い方は当日の受診を控えてください。

❷ �健診（検診）を分散して行うため、受付で整理
番号をお渡しします。ご協力お願いします。

❸ �マスクの着用と、入室時の手指消毒をお願いし
ます。

❹ �新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者や、ご
家族に感染疑いの方がいる場合には受診を控え
てください。

検診名 対象者 検診間隔

胃がん検診

40歳以上 毎年大腸がん検診

肺がん検診

前立腺がん検診 50歳以上の男性 1〜3年に1回

子宮（頸部)がん検診 20歳以上の女性 ２年に1回

乳がん検診 40歳以上の女性 2年に1回

がん検診の一覧（表②)

町では、令和２年７月から、がん患者の方の治療と社会参加の両立を支援するため、医療用補正具の
購入費用の一部を助成しています。令和3年4月から助成の対象となる用具の拡充を行いました。

令和3年4月から
制度拡充
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み
ん
な
で
支
え
合
う

介
護
保
険

■
介
護
保
険
制
度
と
は

　

か
つ
て
は
、
子
ど
も
や
家
族
が
行
う
も
の
と

さ
れ
て
い
た
親
の
介
護
で
す
が
、
高
齢
化
が
進

む
に
つ
れ
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の
増

加
や
核
家
族
化
の
進
行
、
介
護
に
よ
る
離
職
が

社
会
的
に
問
題
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し

た
中
、
家
族
の
負
担
を
軽
減
し
、
介
護
を
社
会

全
体
で
支
え
る
こ
と
を
目
的
に
２
０
０
０
年
に

創
設
さ
れ
た
の
が
介
護
保
険
制
度
で
す
。
制
度

創
設
か
ら
20
年
が
経
過
し
、
介
護
を
必
要
と
す

る
高
齢
者
を
支
え
る
制
度
と
し
て
定
着
し
て
い

ま
す
。

■
み
ん
な
で
支
え
合
う
制
度

　

介
護
が
必
要
と
な
る
人
は
限
ら
れ
た
人
だ
け

で
な
く
、
誰
に
で
も
そ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
は
万
が一
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

そ
の
負
担
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
こ
と
で
、
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

介
護
保
険
制
度
は
40
歳
以
上
の
人
が
支
払
う

「
保
険
料
（
介
護
保
険
料
）」
と
国
、
県
、
市
町

村
が
負
担
す
る
「
公
費
」
で
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
（
図
①
）。
運
営
は
各
市
町
村
が
行
い
、
こ

れ
を
都
道
府
県
や
国
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
多
く
の
皆
さ
ん
の
支
え
で
運
営
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

■
介
護
保
険
の
被
保
険
者

　

介
護
保
険
制
度
の
運
営
を
行
っ
て
い
る
各
市

町
村
の
こ
と
を「
保
険
者
」と
い
い
ま
す
。ま
た
、

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
の
こ
と
を
「
被
保
険

者
」
と
い
い
ま
す
。
介
護
保
険
制
度
の
被
保
険

者
は
40
歳
以
上
の
人
で
、
介
護
保
険
料
を
支
払

う
義
務
が
あ
り
ま
す
。
被
保
険
者
は
65
歳
以
上

の
第
１
号
被
保
険
者
と
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の

第
２
号
被
保
険
者
に
分
け
ら
れ
ま
す
（
図
②
）。

第
１
号
被
保
険
者
と
第
２
号
被
保
険
者
で
は
保

険
料
の
徴
収
方
法
や
受
給
要
件
な
ど
が
異
な
り

ま
す
。　

■
保
険
料
の
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

７
月
16
日
に
令
和
３
年
度
の
介
護
保
険
料
決

定
通
知
書
を
65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険

者
）
に
発
送
し
ま
す
。
通
知
書
が
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
お
間
違
い
が
な
い
か
内
容
の
確

認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
40
歳
か
ら
64
歳
の

人
（
第
２
号
被
保
険
者
）
は
医
療
保
険
と
一
体

的
に
徴
収
さ
れ
る
た
め
、
町
か
ら
の
通
知
は
届

き
ま
せ
ん
。

～介護保険の財源構成～（図①）�

公費（税金）

2727％％

2323％％

5050％％

●サービスの利用者負担分
　サービスを利用した場合に
は、利用者の所得などに応じ
て、１割～３割の自己負担金額
が生じます。

＋ =
●介護給付費
　介護保険サービスに要した費用（給付
費）の９割（７割、８割）が税金および保険
料で賄われ、残りの１割（２割、３割）を利
用者が負担する仕組みになっています。

65 歳以上65 歳以上
　の人の保険料　の人の保険料

40 ～ 64 歳40 ～ 64 歳
　の人の保険料　の人の保険料

※介護保険サービスを利用した場合には、原則としてかかった費用の１割、
　２割または３割を自己負担分として支払います。この割合は前年の本人、
　世帯の状況（世帯の構成や収入・所得の状況など）により決定されます。
※支給限度額を越えてサービスを利用された場合、越えた分は全額が利用
　者の負担となります。

給付費の９割分 （8割、 7割分） 給付費の１割分（2割、3割分）

65 歳以上の人（第 1 号被保険者） 40 歳から 64 歳の人（第 2 号被保険者）

対象者 65歳以上の人
40歳から64歳までの健保組合、全国健康保険協会、

市町村国保などの医療保険加入者

受給要件
・要介護状態　
・要支援状態
※原因を問わず介護や日常生活の支援が必要
　となったとき

・要介護（要支援）状態が、老化に起因する特定疾病による場合に限定
※特定疾病…末期がんや関節リウマチなど厚生労働省が定める16の病気

保険料の
徴収方法

・町が徴収（原則、年金からの天引き）
・65歳になった月から徴収開始

・医療保険料と一体的に徴収（町からの通知は届きません）
・40歳になった月から徴収開始

～介護保険の被保険者～（図②）�
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■
保
険
料
の
納
め
方

　

第
１
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
は
65
歳
に

な
っ
た
月
の
分
か
ら
納
め
ま
す
。
納
入
は
特
別

徴
収
と
い
っ
て
年
金
の
定
期
支
払
い（
年
６
回
）

の
際
、
年
金
か
ら
保
険
料
が
あ
ら
か
じ
め
差
し

引
か
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
新
た
に
65
歳
に
な
っ

た
場
合
や
、
年
度
途
中
で
年
金
の
受
給
が
始

ま
っ
た
場
合
な
ど
は
一
時
的
に
普
通
徴
収
（
納

付
書
や
口
座
振
替
）
で
納
め
て
い
た
だ
く
場
合

も
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
方
法
は
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
特
別
徴
収
で
納
付
し

て
い
る
人
が
、
普
通
徴
収
に
変
更
を
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

■
介
護
保
険
料
は
大
切
な
財
源
で
す

　

介
護
保
険
制
度
は
皆
さ
ん
の
支
え
合
い
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
制
度
で
あ
り
、
皆
さ

ん
が
納
め
る
保
険
料
は
制
度
を
運
営
す
る
た
め

の
大
切
な
財
源
で
す
。
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
に
安
心
し
て
充
実
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
る
よ
う
、
保
険
料
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に

は
、心
身
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
手
続
き
や
、

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

健
康
福
祉
課
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
】健
康
福
祉
課 

　

 

担
当
：
井
戸　

☎
53-

７
２
１
６

65 歳以上の人 （第 1号被保険者） の介護保険料が変わりました

　介護保険の保険料は各市町村によって異なります。それぞれの市町村の実情（介護認定者数や
介護給付費など）に応じて３年毎に見直しが行われ、令和３年度はこの保険料見直しの年になり
ます。保険料は被保険者や世帯の課税状況、合計所得金額、年金収入額などにより決定されます。

段　階 対　象　者 保険料率 年間保険料額

第１段階
●生活保護を受けている人
●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
● 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年

金収入額が 80 万円以下の人

基準額
×0.3 16,200円

第２段階 ● 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年
金収入額が 80 万円超 120 万円以下の人

基準額
×0.5 27,000円

第３段階 ● 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年
金収入額が 120 万円超の人

基準額
×0.7 37,800円

第４段階
● 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課

税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円以
下の人

基準額
×0.9 48,600円

第５段階 ● 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課
税で、第 4 段階以外の人 基準額 54,000円

第６段階 ● 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未
満の人

基準額
×1.2 64,800円

第７段階 ● 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以
上 210 万円未満の人

基準額
×1.3 70,200円

第８段階 ● 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万円以
上 320 万円未満の人

基準額
×1.5 81,000円

第９段階 ● 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万円以
上の人

基準額
×1.7 91,800円

2020 年度（令和 2 年度）までの
　　　　　　　　　　　年間保険料額（基準額）

57,600円
2021 年度（令和 3 年度）からの
　　　　　　　　　　　年間保険料額（基準額）

54,000円
【介護保険料の計算方法】
　年間保険料額（基準額）　54,000 円　×　収入状況などに応じた割合　（0.3 ～ 1.7）　＝　年間保険料額
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NEWSかわべニュース NEWSかわべニュース

Kawabe

イチゴ狩り体験をプレゼント
有限会社丸フジ産業 ( 鹿塩 ) のご厚意により

モリアオガエルの卵塊
上川辺の阿夫志奈神社などで見つかる

ポール・ウォーキングサークル開催
川辺スポーツクラブが主催

( 有 ) 丸フジ産業から町内の各こども園の年長児にイチゴ狩
り体験が贈られました。この日は第１こども園の園児が体験。
園児らはカップいっぱいのイチゴを摘み取り「おいしそ～」「も
う一回採ってくる～」と大興奮の様子でした。

「ポール・ウォーキング」は、２本のポールを持って歩く運
動法です。ポールを持つことで背筋が伸び、正しい歩行姿勢
で効果的な全身運動ができます。参加者は梅雨の晴れ間に
湖岸線を歩きました。

25
５

６
２
６

３

モリアオガエルは県のレッドデータブックに登録されている
貴重種。普段は森林に生息し、繁殖期に池のうえなどに張り
出した木の枝などに白い卵塊を産みつけます。モリアオガエ
ルがいるということは、豊かな自然が残されている証拠です。

川辺西小学校で租税教室
税金の大切さを学びました

西小学校６年生を対象に租税教室が開催されました。講師
を役場税務課職員が務め、税金の種類や使い道について学
習しました。児童らは「税金は私たちの生活に必要なものだ
と分かりました」などと感想を話してくれました。

９
６

8広報 かわべ



まちの話題を写真でお届け

この協定は、川辺ライオンズクラブが災害時に災害ボラン
ティアセンターを設置運営する川辺町社会福祉協議会に対し
て、活動に必要な資材の提供などの後方支援を行うためのも
のです。締結は県内 3 番目となりました。

北小学校区では 34 名の見守り隊の皆さんが、児童の登下
校の見守り活動を行っています。日頃の活動のお礼に、児童
の皆さんから見守り隊の皆さんへ、家庭科の授業で作成した
マスクケースと感謝の手紙が贈られました。

岐阜県知事表彰
佐伯雄幸さん ( 下麻生 )　～町の発展に貢献～

災害ボランティアセンター支援に関する協定
川辺町社会福祉協議会と川辺ライオンズクラブが締結

岐阜県市町村保健活動推進協議会表彰
栗山美貴子 さん ( 中川辺 )、佐伯陽子 さん ( 下麻生 )、後藤みなゑ さん ( 中川辺 )

川辺北小学校児童からお礼の手紙
登下校の見守り隊の皆さんへ

佐伯さんは、平成 19 年 9 月から現在まで川辺町議会議員
として活躍。町の基盤整備の推進、教育環境の整備に貢献さ
れたことが認められました。佐伯さんは「支えてくださった皆
さんのおかげであり、感謝したい」と話してくれました。

【川辺町】

　切手　　　　匿名

寄 付・寄 贈・奉 仕 活 動
(敬称略 )

お三方は、多年にわたり川辺町食生活改善推進員などとし
て活躍し、町の保健活動事業の向上にご尽力いただいていま
す。お三方は「ともに活動してきた仲間や、活動を理解してく
れる家族に感謝したい」と話してくれました。

26
５

26
５

21
５

( 写真左から： 川辺ライオンズクラブ　江口貞良　会長、 ( 写真左から： 川辺ライオンズクラブ　江口貞良　会長、 
川辺町社会福祉協議会　加藤　賢　会長 )川辺町社会福祉協議会　加藤　賢　会長 )
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　国において「災害対策基本法」の一部が改正され、避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル４の�
避難勧告と避難指示（緊急）を避難指示に一本化するなど、避難情報が変更となりました。
　災害時に備え、警戒レベルとそれに対応する避難情報・避難行動などを確認しておきましょう。

～災害時の避難情報について～

【問】総務課　担当：白村　☎ 53-2511

　※１　�町が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は
必ず発令される情報ではありません。

　※２　�避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
　※３　�警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり

危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

❶ 警戒レベル５は安全な避難ができない状況です。�「緊急安全確保」の発令を待ってはいけません ! �
❷  警戒レベル４「避難勧告」は廃止されます。これからは「避難指示」で危険な場所から全員避難
しましょう。

❸ 避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方は、警戒レベル３「高齢者等避難」で避難しましょう。

「避難」とは「難」を「避」けることです。避難行動には次の４つの行動があります。
普段からどう行動するか決めておきましょう。

①町が指定した避難所への立退き避難 

　普段から非常持ち出し品を準備しておきましょ
う。

②安全な親戚・知人宅への立退き避難 

　普段から災害時に避難することを相談しておき
ましょう。

　防災行政無線の内容が聞き取れなかった際には、（☎0574-53-2625）にお電話いただくと再度放送内容
を確認することができます。　※通話料はご利用者様の負担となります。

新しい避難情報

災害時の避難行動

防災行政無線電話応答サービス

③安全なホテル・旅館への立退き避難 

　通常の宿泊料が必要です。事前に予約・確認し
ましょう。

④屋内安全確保 

　ハザードマップなどにより屋内で身の安全が確
保できるかなど確認しておきましょう。

��ポイント
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窓を開けることが多いこれからの季節、身のまわりの生活環境を今一度見つめなおしてみましょう。

生活生活から出るから出る

  音音ややにおいにおいにに
気配り気配りをを

近隣からの日常生活で出る騒音やにおいに悩んでい
るという相談が、町に多く寄せられます。

騒音やにおいは人によって感じ方が違うものです。
生活するうえで発生する音やにおいが、他人にとって
は、うるさい音、不快なにおいと感じる場合があります。
生活騒音やにおいは法令による一律の規制になじまな
いものであり、規制の対象にはなっていません。

【問】産業環境課　担当：西口　☎ 53-7212

掃除機、洗濯機、エアコ
ンなどには、品質表示ラ
ベルに騒音値が表示され
ていますので、購入のと
きには音の小さい機種を
選びましょう。

ピアノやステレオなどは
隣家から離して置きま
しょう。

ドアや窓の開閉にも
ちょっとした気配りを。
夜遅い時間の洗濯、電話
やテレビの音、干し布団
をたたく音など、ご近所
に迷惑をかけないように
しましょう。

ペットのしつけ、食事、
運動などをしっかり行
い、ストレスをためない
ようにしてあげましょ
う。

ベランダ、バルコニーで
の喫煙は注意しましょ
う。

日ごろからあいさつをす
るなど、近所づきあいを
心がけましょう。お互い
を思いやる気持ちが暮ら
しやすい環境を作り出し
ます。

一人一人のモラルやマナー、心遣いが必要です。
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●保険料の軽減措置について  

①保険料「均等割額」の軽減
　保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

【問】住民課　担当：石原　☎ 53-2513

軽 減 割 合 同じ世帯の被保険者と世帯主の、令和２年中の総所得金額等※1 の合計額　　

７割 軽 減 基礎控除額 (43 万円）＋ 10 万円×（年金・給与所得者等※２の数－１）以下

５割 軽 減 基礎控除額 (43 万円）＋ 10 万円×（年金・給与所得者等※２の数－１）
　＋ 28.5 万円×（被保険者数）以下

２割 軽 減 基礎控除額（43 万円）＋ 10 万円×（年金・給与所得者等※２の数－１）
　＋ 52 万円×（被保険者数）以下

※１　�令和３年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10 万円×（年金・給与所得者等の数－１）」は、世帯主
と同一世帯の被保険者に給与所得者等が２人以上いる場合に計算します。

※２　�一定の給与所得がある方（給与収入 55 万円超）または公的年金等に係る所得がある方（公的年金等の収入金
額が、65 歳以上で110 万円を超える方または65 歳未満で60 万円を超える方）。

（注） �均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となりま
す。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の
所得に合算されます。また、７割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万
円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、４月１日または資格を取得した日
となります。

②被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減　
　�　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がありま�
せん。均等割額は、制度に加入後 2年経過するまでの間に限り、5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽
減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。
　※被用者保険とは…�協会けんぽ、健康保険組合、船員保険及び共済組合の公的医療保険の総称。国民健康保険や国

民健康保険組合は含まれません。

●保険料の納付が難しいとき  
住民課では保険料の納付に関する相談を受け付けしています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談くだ

さい。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることが�
あります。

●確定申告期限の延長期間に申告された方へ  
確定申告期限の延長期間以降に令和２年の確定申告をされた方は、申告された所得情報が医療費の負担割合や保険料額

の計算に間に合わない可能性があります。この場合、令和３年７月には所得情報がない状態で作成された保険証や後期高齢
者医療保険料額決定通知書をいったん送付させていただき、後日、正しい負担割合や金額が記載された保険証や後期高齢者
医療保険料額変更通知書などをお送りさせていただくことがあります。また、今まで特別徴収（年金からの天引き）で納付をし
ていただいた方が、普通徴収（口座振替または納付書払い）による納付に切り替わることもあります。お手数をおかけいたしま
すが、何卒ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

● 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した 
　被保険者などに係る後期高齢者医療保険料の減免について  
新型コロナウイルス感染症について、減免基準（主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負った、
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど )に該当する場合、後期高齢者医療保険料の
減免が適用されることがあります。詳しくは、住民課にお問い合わせください。
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後期高齢者医療の保険証は川辺町に住所を有する７５歳以上の方と、一定の障がいがある６５歳から７４歳の方で広域連
合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和３年７月３１日ですので、８月１日からは７月中にお送り
する新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は赤みがかった色に変わります。古い保険証を処分されるときは、住所や
氏名が見えないよう裁断するなど、十分にご注意ください。

後期高齢者医療制度についてのお知らせ
保険証（被保険者証）を更新します（保険証は１人に１枚交付されます）

《《７月３１日まで７月３１日まで・青みがかった色》・青みがかった色》 《《８月１日から８月１日から・赤みがかった色》・赤みがかった色》

●令和３年度の保険料について  

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり
ます。令和３年度の保険料は、令和２年分の所得を基に個人単位で計算されます。
５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方には、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知
書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

【保険料額について】
令和３年度の保険料額は、以下のア、イの合計額になります（ただし、６４万円を上限とします）。
　ア：均等割額（被保険者一人あたり４４，４１１円）
　イ：所得割額（※被保険者の所得×所得割率８．５５％）　　※総所得金額等－４３万円（基礎控除額）
　（注）基礎控除額は、令和３年から４３万円に変わりました（令和２年までは３３万円）。

●保険料の納め方について  

保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書で
お支払いいただく「普通徴収」があります。
①年金からのお支払い「特別徴収」
　�　年金の受給額が年額１８万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険
料の合計額が年金受給額の２分の１を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。
②口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
　�　特別徴収の条件を満たさない方は、川辺町から送付される納付書や、口座振替によっ
て保険料をお支払いいただきます。保険料のお支払い忘れがなく、便利な口座振替を
おすすめします。

後期高齢者医療被保険者証 有効期限
被保険者番号○○○○○○○○ 令和３年７月３１日
住 所 岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

氏 名 広域 太郎 性 別 男
生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日

平成○○年○○月○○日
発 効 期 日 令和○○年○○月○○日
交 付 年 月 日 令和○○年○○月○○日

○ 割

保 険 者 番 号 ○○○○○○○○
岐阜県後期高齢者医療広域連合

○ 割

○○○○○○○○

広域 太郎

令和３年７月３１日

氏 名

割 合

被保険者番号

後期高齢者医療被保険者証 有効期限
被保険者番号○○○○○○○○ 令和４年７月３１日
住 所 岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

氏 名 広域 太郎 性 別 男
生 年 月 日 昭和○○年○○月○○日

平成○○年○○月○○日
発 効 期 日 令和○○年○○月○○日
交 付 年 月 日 令和○○年○○月○○日

○ 割

保 険 者 番 号 ○○○○○○○○
岐阜県後期高齢者医療広域連合

○ 割

○○○○○○○○

広域 太郎

令和４年７月３１日

氏 名

割 合

被保険者番号
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納付は便利な

口座振替で

インフォメーション
KAWABE ＆ OTHER TOPICS

東京2020オリンピック事前合宿受け入れの中止について

緑の募金　ご協力のお礼

ジャンボタニシの防除にご協力ください
スクミリンゴガイ( 通称：ジャンボタニシ)の生息が、川辺町内の水田で確認されています。今後、川辺町周辺での
急速な被害拡大が心配されます。発見した場合は、以下を参考に防除対策に取り組み、被害を防ぎましょう。
●生態と被害の様子
「ジャンボタニシ」は普通のタニシと比べて大型 ( 成貝で3～ 8㎝ )で、もとは熱帯産の巻き貝です。基本的にや

わらかい葉を好んで食べるため、移植直後の水稲に大きな被害をもたらします。5月中旬頃から活動が活発化し、そ
の後産卵を始めます。ピンク色の卵を秋までに数十回産卵します。
●防除などの対策
・侵入防止のため取水口に金網 (目合 5㎜以下 )などを設置し、本田への侵入を防止します。
・貝、卵塊とも見つけしだい捕殺します。( 卵は必ず潰してください )
・ジャンボタニシに対して効果があり、登録のある農薬を散布して防除します。
・�大部分の貝は、地表面近くの土中で越冬するので、厳寒期 (１月～ 2月)に耕起を２～３回程度行います。(貝殻
が傷ついたり、凍えたりして死滅します )

ジャンボタニシは自分自身で移動したり、水路の流れに乗って移動したり、トラクターや田植え機のタイヤについて移動�
したりして広がっていくと考えられます。一度広がると防除が困難になります。発見した場合は以下までご連絡ください。

【問】JA めぐみのみのかも営農経済センター　☎ 28-1234
可茂農林事務所農業普及課　☎ 25-3111

川辺町役場産業環境課　担当：中山　☎ 53-7212

7月の税
固定資産税 2期
国民健康保険税 4期

町では東京 2020オリンピックに参加する外国チームの事前合宿の受け入れに向け準備を進めてきました。しかし、
日本国内での新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、調整を続けてきた相手国から事前合宿を行わないとの連絡があ
り、事前合宿の受け入れを中止することとなりました。国内での新型コロナウイルスの感染状況を憂慮しての判断です
ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。� 【問】企画課　担当：大江　☎ 53-7213

３月１日から５月３１日まで国土緑化運動の一環として『緑の募金』運動が行われました。
町内での募金総額は３１４，６００円となりました。
この募金は、学校、公園、公共施設などの環境緑化事業や苗木の無償配布、緑化
の普及啓発などに使われます。
皆さまのご協力ありがとうございました。

【問】川辺町緑化推進委員会（産業環境課内）担当：中山　☎ 53-7212
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KAWABE & OTHER Topics

「川辺おうちごはん・まんぷく券」の有効期限が迫っています‼︎
新型コロナウイルス感染症による飲食店の売上減少の緩和による事業の継続および町民の負担軽減に寄与す

ることを目的として４月に発行しました「川辺おうちごはん・まんぷく券」の有効期限が下記のとおり迫っています。�
ぜひ「川辺おうちごはん・まんぷく券」をご利用いただき、町内飲食店を応援ください。

【問】産業環境課　担当：山口　☎ 53-7212

有効期限：令和３年７月３１日（土）
※週末や期限間近は注文が殺到することが予想されますので、お早めにご利用ください。
※�「川辺おうちごはん・まんぷく券」は「店内飲食」や「コーヒーチケット」などでは利用で
きません。持ち帰りまたは宅配メニューでのみご利用いただけますのでご注意ください。

みのかも定住自立圏の市町村 ( 美濃加茂市・坂
祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・
東白川村 ) 共同で環境フェアを開催します。この環
境フェアで自然環境保全、生物多様性、リサイクル、
地球温暖化防止、ごみ減量など、環境への取組
について出展をしていただける方を募集します。

e-kamon
まるごと環境フェア 2021

出展者を募集します

⒈ 開催日時
日　時　　10 月16 日 ( 土 )　午前 9 時 30 分から午後 2 時 30 分まで
会　場　　ぎふ清流里山公園　美濃加茂市山之上町

⒉ 出展条件
①�加茂圏域および周辺地域に拠点を有し、事業・活動などを行っている団体・企業などで、次の②から④
のいずれかに該当することが出展の条件となります。
②環境の大切さを伝え環境にやさしい生活の普及啓発などに取り組んでいること。
③環境に配慮した商品やサービスの開発・提供を行っていること。
④その他、地域との交流に取り組んでいるなど、主催者において特に認めるもの。

⒊ 申し込み
申込期限　 7 月 20 日（火）までに、出展申請書、出展レイアウト確認票、誓約書に必要事項を記入

して産業環境課まで提出してください。
　　　　　※�申込書、申込先、募集要項など詳細については、産業環境課までお問い合わせいただくか、

町ホームページをご覧ください。

【問】産業環境課　担当：西口　☎ 53-7212

※今後の感染症の流行状況により、開催が中止となる場合があります。※今後の感染症の流行状況により、開催が中止となる場合があります。
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川辺町固定資産評価審査委員会委員の選任

子育て支援員研修を受講してみませんか

令和３年第２回定例会で議会の同意を得て、次の方が選任されました。

川辺町中川辺　　岩井  恭子 さん

任期：令和３年６月８日～令和５年２月７日（前任者の残任期間）

固定資産評価審査委員会とは・・・
固定資産課税台帳に登録された事項に関して、納税者の皆さまからの不服に対し、審査決定するために組織され

た委員会で、中立的な第三者機関として各市町村に設置が義務づけられています。
【問】総務課　担当：田口　☎ 53-2511

子どもに関わる仕事に携わりたいと考えておられる方、子育て支援員研修を受講してみませんか。県内で、保育や
子育て支援分野の業務に従事することを希望される方なら、どなたでも受けられます（受講費用は無料、研修資料
代は別途徴収する場合があります）。平成２７年度から毎年、岐阜県が主催し、研修を開催しています。受講申込
みや日程の詳細については、県公式ホームページにおいて掲載します。ご希望の方、興味のある方は研修案内をぜ
ひご覧ください。

岐阜県ホームページ　 https://www.pref.gifu.lg.jp/index.html

【問】岐阜県健康福祉部子ども・女性局　子育て支援課子育て支援係
☎ 058-272-1111 ( 内線 )2684

岐阜県 子育て支援員研修

令和４年度可茂衛生施設利用組合職員を募集します

区分 職種 採用予定人数 年齢要件 学歴・資格

Ａ 一般事務職
（事務系） 若干名 平成4年4月2日以降に

生まれた人
大学（短期大学を除く）を卒業した人
（令和4年3月卒業見込みの人を含む）

Ｂ 一般事務職
（技術系） 若干名 平成4年4月2日以降に

生まれた人

建築、電気または機械に関する科目を
修めて、高等学校を卒業した人（令和4
年3月卒業見込みの人を含む）

受付期間 令和3年7月15日（木）から8月26日（木）まで
※受験願書は7月15日（木）から交付します。

試験日時
および会場

●�１次試験 〔教養試験、事務適性検査、性格特性検査、口述試験〕 
令和3年9月19日（日）　可茂衛生施設利用組合　ささゆりクリーンパーク

　※  教養試験の内容は、区分Ａは大学卒業程度、区分Ｂは高校卒業程度
●�２次試験 〔個人面接〕 

令和3年10月下旬実施予定　 ※詳細については試験案内を確認してください

問い合わせ先 可茂衛生施設利用組合　総務課総務係（ささゆりクリーンパーク）
☎（0574）65-4111（内線310・312）
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【問】中央公民館　図書室　☎ 52-0035
 教育委員会　生涯学習課　☎ 53-2623

川辺町図書室のホームページが開設されています！
ホームページでは新型コロナウイルスの影響による開室日の変更や、開室状況などの情報が
いち早く公開されます。
本の検索もご自宅からできるようになりました。読みたい本が図書室にあるか、その本が貸し

出し中かどうかも調べることができます。
開室カレンダーで３カ月先までの開室日がわかるので、来室したい日に図書室が開いているか不安な方はぜひホーム

ページをのぞいてみてください。
また、ホームページの利用方法などが分からない場合はお気軽に受付の者にお尋ねください。

8 月 9 月

8・9月　図書室カレンダー

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

★�マスク着用・検温（必ずご自宅で検温して、発熱や咳が無い事を確認してください）にご協力願います。
★�受付にて岐阜県感染警戒QRシステムのご案内をしていますのでスマホをお持ちの方はご協力願います。

8月・9月の休室日は 印です 【開室時間：平日 9：00 ～18：00　土・日・祝日 10:00 ～17:00 】
【
利
用
方
法
】

図書室
ホームページ
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   乳 幼 児 学 級

育児相談　保健センター子育て世代包括支援センター『ぷらっと』をご存じですか

　児童館・子育て支援センター
〈7月の予定〉
1歳児学級	 7 月 9 日（金）	 歯みがき教室
2歳児学級	 7 月 15 日（木）	 トイレットトレーニングの話
3歳児学級	 7 月 7 日（水）	 リトミック

　新型コロナウイルス感染
症の拡大状況により、中止・
変更の場合があります。
　乳幼児学級の申込は、
中央公民館で受け付けて
います。

☆乳幼児対象行事：夏あそび月間
おもちゃ作りをしたり、夏祭りごっこをして遊ぶよ♪
（今年度、プール遊びは行いません。）

☆小学生対象行事
　小学校の夏休み中（月～金曜日）はラジオ体操、	
プチ遊びを行います。どんな遊びができるかな？
お楽しみに♪

	・	利用の際は「健康チェックカード」（初回利用時にお渡しし
ます）をご持参ください。

	・	児童館利用は、新型コロナウイルス感染症対策のため、消
毒や人数制限などがあります。

日にち	 7 月 20 日（火）・8月 3日（火）
受付時間	 9：30 ～ 10：30
　保健師・管理栄養士が相談に応じます。
　身体計測のみや個別対応も可能です。
　お気軽に保健センターへご連絡ください。

	 【問】保健センター　☎ 53-2515

毎月第3日曜日は「家庭の日」
今月の合言葉
『地域の活動に家族で参加しましょう。』
令和２年度「家庭の日」
啓発図画・ポスター　入選作品
※	入選作品は、川辺町ホームページの川辺町教育ポー
タルサイト - 生涯学習課 - 青少年育成町民会議でも
紹介しています。

　先日、こども園の砂場に隕石でも落下したかと思わせるほどの大きな穴ができました。
　この穴は年長児たちが仲間と一緒に掘りあげたもの。“何か面白そうなことが始まったぞ”とワクワクしながら集
まる子ども達の目はとても輝いています。「明日はここに水を溜めようよ」「きっと大きなお風呂になるね」「小さな
子が落ちないように階段も作らないとね」などと夢中になる子ども達。仲間と心を通い合わせながら、子ども達が
イメージする世界で十分に心が満たされる時間があることが、子ども時代にはとても大切なことです。
　主体的な遊びを通しての豊かな経験がその子が歩む長い人生の根っこを作るのだと思います。遊ぶとは「何かに
夢中になり、好奇心を持って没頭し、試行錯誤しながら取り組むこと」です。きっと、遊びの中で得た満足感や達
成感が、主体的に生きていく力へとつながるのだろうと目を輝かせて遊ぶ子ども達を見ていて感じます。
	 川辺町第２こども園長　大脇　朋子

『豊かな経験が生きる力に』  
第３こども園　年長　加藤　新汰くん

	 【問】生涯学習課　担当：加知　☎ 53-2623

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各子育て支援施設の利用につきましては、引き続きマナーを守ってご
利用くださいますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症が拡大すると、施設の利用や事業の延期・中止が考えられます。その際には、町のホー
ムページや子育て支援アプリ「すくすく	かわっこ」などでお知らせします。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

川 辺 町 の

子育て 支援ページ
子育て世代包括支援センター	☎ 53-2650
保健センター	 ☎ 53-2515
児童館	 ☎ 53-4451
子育て支援センター	 ☎ 53-4388

7・8 月の行事

　妊娠・出産・育児に関するさまざまな相談を、子育て世代包括支
援センターの保健師や保育士が受け付けています。ささいなことで
も構いません。ほんの少しでも気持ちが軽くなるお手伝いができれ
ば、うれしいです。
	 【問】☎ 53-2650（教育委員会と同じ電話番号になります。）
	 『ぷらっとをお願いします』と最初にお伝えください。
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保健センターだより

【問】保健センター　☎ 53-2515

「ふみ出そう　未来をつくる　献血に」「ふみ出そう　未来をつくる　献血に」
～ 7 月は「愛の血液助け合い運動」の運動月間です～～ 7 月は「愛の血液助け合い運動」の運動月間です～
　コロナ禍で献血にご協力いただける方が減少し、
命を守るための血液が不足し困っています。感染�
予防には十分配慮し実施していますので、皆さまの�
ご協力をよろしくお願いいたします。

◎令和３年度の川辺町での献血予定

　実 施 日：�令和３年 9 月７日 ( 火 ) 
令和４年３月１６日 ( 水 ) 

　受付時間：�10：00～ 12：30�
14：00～ 16：00

　会 場：川辺町保健センター
　※400㎖献血のみ(体重50㎏以上の方)

～岐阜県赤十字血液センターからのお知らせ～
　今回から献血のWEB予約サービス「ラブラッド」
� が利用できるようになりました。

「ラブラッド」を利用すると…

①�予約時間に�

優先的に�

受付できる！

※�予約のない方でも�
献血可能です。
※�受付の混雑状況により、�
お待ちいただく場合が�
ございます。

②�献血するたび�

ポイントが貯まり、�

20ポイントで記念品と�

交換できる

【会員登録・ご予約について】
　献血未経験の方、2013年 10月以降、献血にご協力いただいていない方は�
「ラブラッド」からご予約いただけませんので、お電話にてご予約承ります。

【連絡先】
　岐阜県　献血推進課　献血予約推進係
　☎058-272-6927�（平日9:00～ 16:30）

こちらのQRコードから
簡単登録！�簡単予約

③�血液検査の�

結果がWEB�

サイトで確認�

できる！

●数値の推移が
� 一目瞭然 !!

● �18項目の�
血液検査結果が�
過去３回分�
確認できる !!

★�Web予約受付開始日(予定)�
9月分は8月末日 
3月分は2月末日より

( ※記念品の一例です )

おめでた

人口と世帯

主な異動

おくやみ

5月中の届け出
※�本人または届け出をされた方の希望により
掲載しています。（敬称略）

(令和3年6月1日現在)

(　)�内は前月比

※�届け出による掲載は、希望された方を紹介
していますので、異動の人数とは一致しな
い場合があります。

地　区 出生児 性別 保護者名
下川辺 櫻井　陽太 ひ な た 男 愼二
下川辺 高木　湊大 そ う た 男 健次
西栃井 中村　惟吹 い ぶ き 男 真太郎
西栃井 古瀬　　空 そ ら 男 高行
下麻生 小川　羽皇 は お 男 颯

●出生

地　区 亡くなられた方 年齢 性別 世帯主
福 島 加藤�　美里 86 男 本人
下吉田 土谷�美智子 91 女 世詩文
西栃井 柴田�　和祝 85 男 本人

人　口 10,074人 (＋1 )
男 4,988人 (＋2 )
女 5,086人 (－1 )
世帯数 3,941世帯 (－3 )

転　入 21人
転　出 16人
出　生 5人
死　亡 8人
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5月の入札
工事名 契約方法 予定価格(円） 契約金額(円） 工事場所 契約業者名称 入札参加

業者数

町道八階堂2号線側溝改良工事 指名競争入札 6,117,100 5,808,000 川辺町中川辺地内 塚本産業 株式会社
川辺支店 6

防災安全交付金事業　町道下川辺石神線
（堤2工区）歩道設置工事（その2） 指名競争入札 5,593,500 5,313,000 川辺町西栃井地内 株式会社 丸高 6

 

第
一 

「
コ
ロ
ナ
撲
滅
大
作
戦
」 

コ
ロ
ナ
感
染
第
4
波
は
勢
い
を
弱

め
た
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
川
辺
町
の
場
合
は
油
断
で
き
な

い
状
況
で
す
。
6
月
2
日
時
点
で
の

合
計
数
は
56
人
、
5
月
28
日
か
ら
6

月
2
日
ま
で
の
6
日
間
で
11
人
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
11
人
は
介

護
施
設
関
連
の
陽
性
者
で
、
体
力
的

に
弱
い
高
齢
者
と
施
設
職
員
の
感
染

が
危
惧
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
ワ
ク
チ

ン
接
種
は
65
歳
以
上
の
方
々
に
順
次

実
施
し
て
お
り
、
7
月
31
日
ま
で
の

2
回
接
種
完
了
を
目
指
し
全
庁
体
制

で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
保
健
セ
ン

タ
ー
事
務
所
内
に
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
開
設
。
皆
さ
ま
か
ら
の
予
約
電

話
を
整
理
し
、
医
療
機
関
に
お
け
る

接
種
の
順
番
や
キ
ャ
ン
セ
ル
対
応
に

尽
力
し
て
お
り
ま
す
。
64
歳
以
下
の

方
々
の
接
種
に
つ
い
て
も
準
備
を
始

め
て
お
り
、
近
く
ｗ
ｅ
ｂ
予
約
シ
ス

テ
ム
が
稼
働
し
ま
す
。
国
・
県
で
は

集
団
接
種
、
大
規
模
接
種
、
職
域
・

大
学
接
種
な
ど
、
市
町
村
と
は
別
に

接
種
機
会
を
増
や
す
よ
う
計
画
し
て

お
り
、
町
と
し
て
も
活
用
方
法
を
検

討
し
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
で
落
ち
込
ん
だ
経
済
回
復

策
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
10
弾
の
対

策
を
実
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
お

う
ち
ご
は
ん
券
、
商
品
券
、
臨
時

特
別
出
産
給
付
金
、
子
育
て
世
帯

臨
時
特
別
給
付
金
、
水
道
基
本
料
金

無
料
化
、
大
学
生
・
高
校
生
へ
の

就
学
継
続
支
援
金
、
事
業
継
続
追

い
風
助
成
金
、
営
業
時
間
短
縮
要

請
協
力
金
、
医
療
機
関
協
力
金
な

ど
、
こ
れ
か
ら
も
適
時
適
格
に
施
策

を
打
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
川
辺
町

民
一
丸
と
な
っ
て
、
コ
ロ
ナ
に
打

ち
勝
つ
!
コ
ロ
ナ
を
撲
滅
す
る
!!�

そ
う
強
く
思
い
ま
す
。

 

第
二 

「
３
小
学
校
統
合
大
作
戦
」 

山
間
部
で
は
子
ど
も
の
数
が
極
端

に
減
少
し
、
2
つ
の
学
年
の
児
童
を

一
緒
に
し
た
複
式
学
級
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
り
、
小
学

校
の
統
廃
合
が
進
ん
だ
地
域
が
あ
り

ま
す
。
国
で
は
35
人
学
級
と
言
っ
て

い
ま
す
が
、
川
辺
町
の
場
合
は
す
で

に
1
学
級
35
人
以
下
と
な
っ
て
い
ま

す
。
1
学
年
の
平
均
児
童
数
は
西
小

学
校
46
人
（
1
ク
ラ
ス
23
人
の
2
ク

ラ
ス
）、
東
小
学
校
28
人
（
1
ク
ラ

ス
）、
北
小
学
校
17
人
（
1
ク
ラ
ス
）

（
い
ず
れ
も
概
数
）
と
な
っ
て
お
り
、

教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
言
え
ば
直

ち
に
統
合
が
必
要
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
ま
た
、校
舎
の
耐
震
補
強
工
事
、

空
調
完
備
、
ト
イ
レ
改
修
な
ど
も
終

わ
っ
て
お
り
、
設
備
か
ら
言
っ
て
も

直
ち
に
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
か
疑

問
で
す
。
校
舎
の
建
築
年
は
、
西
小

学
校
（
１
９
６
７
年
、
築
54
年
）、

東
小
学
校（
１
９
８
１
年
、築
40
年
）、

北
小
学
校
（
１
９
８
０
年
、築
41
年
）

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
今
し
ば
ら
く

は
使
用
可
能
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
今
後
の
児

童
数
の
推
移
と
、
校
舎
の
使
用
可

能
年
数
を
勘
案
す
る
と
２
０
３
０
年

（
令
和
12
年
）
頃
の
統
合
が
最
も
合

理
的
か
と
考
え
ま
す
。

令
和
2
年
3
月
に
策
定
し
た
「
川

辺
町
小
学
校
再
編
計
画
」
に
基
づ
き

小
学
校
統
合
計
画
の
詳
細
に
着
手
し

ま
す
。
ま
ず
は
、
小
学
校
統
廃
合
準

備
事
業
を
立
ち
上
げ
、
新
校
舎
の
立

地
や
建
設
費
な
ど
諸
事
業
の
概
略
を

ま
と
め
ま
す
。
併
せ
て
、こ
ど
も
園
・

小
学
校
の
保
護
者
の
皆
さ
ま
、
地
域

の
皆
さ
ま
へ
の
説
明
会
、
意
見
交
換

会
な
ど
を
通
じ
て
、
小
中
一
貫
校
ビ

ジ
ョ
ン
や
跡
地
利
用
な
ど
広
く
情
報

を
共
有
し
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。

次
回
は
第
三
「
川
辺
防
災
・
減
災

大
作
戦
」、
第
四
「
ス
ト
ッ
プ
人
口

減
少
大
作
戦
」、
第
五
「
カ
モ
ン
川

辺
へ
大
作
戦
」
に
つ
い
て
お
話
し
ま

す
。

�

川
辺
町
長　

佐
藤
光
宏

from the
Mayor’s
Desk

 
町
長
の
机
か
ら

第 

二 

三 

三
回

五
つ
の
大
作
戦
　
第
一・
第
二

職業訓練で新しいスキルを身につけませんか��～再就職や転職をめざす方を支援する制度です～
岐阜労働局では、就職や転職につながる職業訓練をご案内しています。託児付きや短時間の訓練

コースもご用意。条件を満たす方には生活支援の給付金が支給されます。訓練コースは岐阜労働局
ホームページでもご案内しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/banner_link/0116kunnrenn.html

【問】最寄りのハローワークまたは岐阜労働局訓練室（☎ 058-245-1266）へ
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ま
ち

の
カ

レ
ン

ダ
ー

 7
月

・
8月

※
�新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
各
行
事
な
ど
は
中
止
や
延
期
す
る
場
合
が
�

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
�学
校
・
こ
ど
も
園
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
・
園
の
お
た
よ
り
で
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

広
報
か
わ
べ

日
に
ち

行
事・
相
談

学
校
・こ
ど
も
園

ご
み
収
集

燃
え
る
ご
み（
毎
週
月・
木
）

6 月

3
木

4
金

5
土

6
日

7
月

8
火

障
が
い
者
何
で
も
相
談

（
や
す
ら
ぎ
の
家
）
10
:0
0
～
12
:0
0

健
康
相
談
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

13
:0
0
～
14
:0
0

9
水

無
料
法
律
相
談
（
や
す
ら
ぎ
の
家
）

13
:0
0
～
16
:0
0

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
蛍
光
管

10
木

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
蛍
光
管

11
金

容
器
包
装
プ
ラ（
朝
8:0
0ま
で
に
）

12
土

13
日

14
月

15
火

16
水

17
木

18
金

青
空
給
食（
第
3こ
ど
も
園
）

19
土

岐
阜
県
国
体
県
予
選
会

（
川
辺
漕
艇
場
）

20
日

ガ
ラ
ス
・
資
源
ビ
ン
・
粗
大
ご
み

21
月

22
火

健
康
相
談
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

10
:0
0
～
11
:0
0

23
水

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

24
木

健
康
相
談
（
や
す
ら
ぎ
の
家
）

10
:0
0
～
11
:0
0

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

25
金

容
器
包
装
プ
ラ（
朝
8:0
0ま
で
に
）

26
土

休
日

急
患

診
療

日
は

こ
ち

ら
→

7/
4

安
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
☎︎
27
-5
08
8
7/
22

う
え
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

☎︎
26
-2
28
1
8/
1

太
田メ
ディ
カル
クリ
ニッ
ク
☎︎
26
-2
22
0

7/
11

安
藤
小
児
科

☎︎
26
-0
81
2
7/
23

さ
ぐ
ち
内
科

☎︎
27
-7
31
4
8/
8

木
沢
記
念
病
院

☎︎
25
-2
18
1

7/
18

太
田メ
ディ
カル
クリ
ニッ
ク
☎︎
26
-2
22
0
7/
25

木
沢
記
念
病
院

☎︎
25
-2
18
1

休
日

急
患

歯
科

診
療

日
は

こ
ち

ら
→

7/
4

や
ま
て
歯
科

☎︎
28
-7
01
0
7/
22

から
ん歯
科・
矯正

歯科
＆キ
ッズ
☎︎
48
-8
81
0
8/
1

か
も
の
歯
科
医
院

☎︎
28
-2
34
1

7/
11

高
木
歯
科
医
院

☎︎
25
-2
46
4
7/
23

長
江
歯
科
医
院

☎︎
26
-1
95
2
8/
1

白
川
病
院
�歯
科（
白
川
町
）
☎︎
72
-2
22
2

7/
18

田
口
歯
科
医
院

☎︎
27
-5
16
1
7/
25
�
中
島
歯
科
医
院

☎︎
26
-0
39
0
8/
8

ふ
くた
歯
科
クリ
ニ
ック

☎︎
24
-0
60
6

日
に
ち

行
事・
相
談

学
校
・こ
ど
も
園

ご
み
収
集

燃
え
る
ご
み（
毎
週
月・
木
）

7 月

1
木

2
金

3
土

4
日

5
月

6
火

健
康
相
談
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

13
:0
0
～
14
:0
0

青
空
給
食（
第
１
こ
・
第
２
こ
）

7
水

8
木

9
金

容
器
包
装
プ
ラ（
朝
8:0
0ま
で
に
）

10
土

11
日

12
月

13
火

14
水

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
蛍
光
管

15
木

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
蛍
光
管

16
金

17
土

18
日

19
月

20
火

終
業
式（
小
中
学
校
）

21
水

心
配
ご
と
相
談
（
や
す
ら
ぎ
の
家
）

9:
00
～
11
:3
0

健
康
相
談
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

10
:0
0
～
11
:0
0

22
木

海
の
日

23
金

ス
ポ
ー
ツ
の
日

容
器
包
装
プ
ラ（
朝
8:0
0ま
で
に
）

24
土

25
日

26
月

27
火

日
に
ち

行
事・
相
談

学
校
・こ
ど
も
園

ご
み
収
集

燃
え
る
ご
み（
毎
週
月・
木
）

7 月

28
水

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

29
木

健
康
相
談
（
や
す
ら
ぎ
の
家
）

10
:0
0
～
11
:0
0

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
金
物
・

資
源
缶
・
粗
大
ご
み

30
金

青
空
給
食（
第
3こ
）

31
土

8 月

1
日

2
月

3
火

健
康
相
談
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

13
:0
0
～
14
:0
0

4
水

青
空
給
食（
第
１
こ
・
第
２
こ
）

5
木

6
金

7
土

8
日

22広報 かわべ


